
で
は
こ
の
た
び
、
昨
年

10
月
に
策
定
し
た
「
ま

ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生　

美
郷
版
総
合
戦
略
」
に
位
置

付
け
て
い
る
地
方
創
生
の
事

業
に
対
し
て
、
企
業
の
皆
さ

ま
か
ら
寄
附
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
制
度
と
し
て
国
が

創
設
し
た
「
地
方
創
生
応
援

税
制
」、
い
わ
ゆ
る
「
企
業
版

ふ
る
さ
と
納
税
」
の
対
象
事

業
と
し
て
、
２
つ
の
事
業
の

認
定
を
国
か
ら
受
け
ま
し
た
。

　

企
業
の
皆
さ
ま
か
ら
の
寄

附
の
受
付
は
、
事
業
費
が
確

定
す
る
本
年
12
月
以
降
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
事
業
の
進

捗
に
応
じ
て
、
今
後
町
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ

し
て
い
き
ま
す
。

　

本
町
の
地
方
創
生
に
つ
な

が
る
取
り
組
み
に
対
し
て
、

多
く
の
企
業
の
皆
さ
ま
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○全国各地で行われている地方創生の取り組みの実効性を高めていくために、地方
　創生事業に対する民間資金の新たな流れを巻き起こすため、国が新たに創設した
　制度です。
○国から認定を受けた地方公共団体の地方創生の事業に対して、企業が10万円以上
　の寄附をすると、税額控除の特例措置が受けられます。
　（美郷町の対象事業は、７ページに掲載）
※企業の本社が所在する地方公共団体への寄附は、本税制の対象となりません。
　この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
○地方公共団体の地方創生に貢献することで、企業のイメージアップにつながります。

　例えば、企業が地方公共団体に100万円寄附をした場合、現行の制度では、
寄附金の約３割（約30万円）の税の軽減効果がありました。今回の地方創生
応援税制（企業版ふるさと納税）では、新たに寄附額の３割（30万円）が税
額控除され、これまでの２倍の約60万円の税の軽減効果があります。

で
は
こ
の
た
び
、
昨
年

「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
」

制
度
が
は
じ
ま
り
ま
し
た

「企業版ふるさと納税」とは

手続きの流れ

地方創生応援税制適用後

寄　付　額

現　行

損金算入による
軽減効果

国税+地方税
約３割

税額控除

（2割）住民税+法人税
（1割）法人事業税

３割 企業負担
約４割

❷納入通知書の発行

❶寄付の申し出

❹領収書の交付

❸寄付

❺税の申告

❻税額控除

町

企 業
美郷町

地方
公共団体

税務署
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目　　的●生薬栽培技術の確立と生産・加工・流通体制の
　　　　　整備により、農家の所得向上と雇用の創出を図
　　　　　ります。
事業内容●・栽培指導の実施(東京生薬協会栽培指導員等)
　　　　　・薬用植物試験栽培調査の実施
　　　　　・土壌等検査の実施
　　　　　・薬用植物栽培研究会（仮称）への助成
　　　　　・薬用植物栽培に係る研修会等への参加
担　　当●町農政課　☎0187(84)4908

　住民の定住（転出抑制）と当町への移住（転入促進）、結婚、出産、子育てを経てなお住み続けるまでのライフステ
ージで障害となる事項に対して、次の５つの支援を行うことで、定住の促進を図ります。

目　　的●「生薬の里　美郷」のシンボルとして、住民や
　　　　　観光客の憩いの場の整備を図ります。
事業内容●・薬樹植栽工事の実施　
　　　　　・平場の森案内看板等設置工事の実施
　　　　　・平場の森の維持管理　
担　　当●町農政課　☎0187(84)4908

目　　的●生薬等を活用した健康膳の飲食店での提供によ
　　　　　り、新たな町の特産品開発を図ります。
事業内容●・提供事業者の育成（講習会、個別指導）
　　　　　・広報ＰＲ活動の実施　
担　　当●町商工観光交流課　☎0187(84)4909

生薬生産体制の整備 健康膳の普及

平場の森の整備

目　　的●インターンシップを機とした雇用促進により、
　　　　　就労確保を図ります。
事業内容●・インターンシップ受け入れ企業の、受け入れ
　　　　　　に要する費用の一部助成
　　　　　・インターンシップ者の宿泊に要する費用の一
　　　　　　部助成
担　　当●町商工観光交流課　☎0187(84)4909

目　　的●非正規社員の出産・育児休業の取得推進により、
　　　　　安定した就労環境の整備を図ります。
事業内容●非正規社員に出産・育児休業を取得させ、期間終
　　　　　了後も継続して雇用した企業への奨励金の交付
担　　当●町商工観光交流課　☎0187(84)4909

目　　的●UIJターン者の正規雇用支援により、就労確保
　　　　　を図ります。
事業内容●UIJターン者を正規社員として雇用した企業へ
　　　　　の奨励金の交付
担　　当●町商工観光交流課　☎0187(84)4909

長期インターンシップ事業

目　　的●若い世代の出会いの場の創出により、出会いと
　　　　　結婚促進を図ります。
事業内容●企業や各種団体間で開催する婚活イベント等の
　　　　　経費の一部助成
担　　当●町企画財政課　☎0187(84)4901

出会いの場創出事業

目　　的●不妊・不育症治療への経済的支援により、出生
　　　　　数の増加を図ります。
事業内容●不妊および不育症の治療にかかる経費の一部助成
担　　当●美郷町保健センター　☎0187(84)4900

不妊・不育症治療費助成事業

ＵＩＪターン者正規雇用支援事業

出産育児型雇用継続支援事業

“美郷で定住”促進プロジェクト（平成２８年度～平成３１年度）

　町が取り組んでいる“生薬の里　美郷”構想を実現させることで、産業および観光の振興を図ります。

※“美郷で定住”促進プロジェクトの各事業について、助成の額や対象となる経費等の詳細は、各担当課にお問い合わせください。

“生薬の里  美郷”構想推進事業（平成２８年度～平成３１年度）

美郷町の対象事業は2事業
「企業版ふるさと納税」の対象となる町の事業は次の２事業で、概要は次のとおりです。

町企画財政課　企画財政班 0187（84）4901問い合わせ07


